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精神保健指定医の資格更新について（要望） 

 

 精神保健指定医制度は、昭和６２年の精神保健法制定時に創設された。精神科

医療においては、本人の意思によらない入院や、一定の行動制限を行う事がある

ため、これらの業務を行う医師は、患者の人権にも十分に配慮した医療を行うに

ついて必要な資質を備えている必要がある。このため、一定の精神科実務の経験

を有し、法律等に関する研修を終了した医師のなかから、厚生労働大臣が「精神

保健指定医」を指定し、精神保健福祉法に規定されたこれらの業務を行わせるこ

ととしたものである。 

 精神保健指定医は５年に１回の資格更新が必要であり、資格更新の研修受講

や一定の条件が満たされなければならない。厚生労働省では、精神保健指定医の

更新要件をより実務重視なものとする方針で、従来の更新研修のなかにグルー

プワークを含む内容とすること等の変更を行ってきたが十分なものとはなって

いない。したがって、その実効性を担保するために５年間の指定された期間中に、

公務員として行う精神保健指定医の職務や、更には非同意的入院や行動制限等

の実務経験を反映した条件を課すべきであると考え、以下を強く要望する。 

 

記 

 

 ・精神保健指定医の更新に際しては、精神保健指定医職務の実務経験を要件に

追加すること 

 ・実務経験を得る機会として積極的に精神科救急輪番等への参画を奨励する

こと 

 

以上 




